
個
人
質
問

日本共産党 日本共産党 並並
なみな み

木木
きき

幹幹
みきみ き

男男
おお

  議員議員

福
祉
・
医
療
施
策
に
つ
い
て

福
祉
・
医
療
施
策
に
つ
い
て

問 

　

介
護
保
険
制
度
に
つ
い
て
、
市
の

介
護
保
険
利
用
者
の
施
設
入
所
待
機
者
の
状

況
お
よ
び
令
和
２
年
度
か
ら
開
業
す
る
特
別

養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

答 

　

保
健
福
祉
部
長　

令
和
２
年
１
月

現
在
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
市
内
に
４

ヵ
所
で
、
２
９
８
床
で
す
。
入
所
待
機
者
の

状
況
は
、
１
月
１
日
を
基
準
と
し
て
、
平
成

31
年
度
は
２
０
７
人
、
令
和
２
年
度
は
１
８

３
人
で
す
。
令
和
２
年
３
月
１
日
に
、
成
東

地
区
に
新
た
に
１
ヵ
所
、
80
床
の
施
設
が
開

設
さ
れ
、
近
隣
自
治
体
に
お
い
て
も
新
規
の

施
設
が
開
設
さ
れ
る
状
況
か
ら
、
待
機
者
は

改
善
に
向
か
う
も
の
と
見
込
ん
で
い
ま
す
。

問 

　

３
年
ご
と
に
高
く
な
る
介
護
保
険

料
は
、
高
齢
者
に
は
大
き
な
負
担
に
な
っ
て

い
ま
す
。
低
所
得
者
に
対
す
る
、
市
と
し
て

の
保
険
料
の
減
免
制
度
を
つ
く
る
こ
と
が
必

要
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
考
え
に
つ
い
て

伺
い
ま
す
。

答 

　

保
健
福
祉
部
長　

生
活
困
窮
者
に

対
す
る
介
護
保
険
料
の
独
自
の
減
免
を
行
っ

て
い
る
自
治
体
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
実
施
状

況
や
必
要
性
を
踏
ま
え
、
本
市
に
お
い
て
も
、

令
和
元
年
11
月
に
、
介
護
保
険
料
徴
収
猶
予

お
よ
び
減
免
取
扱
要
綱
の
一
部
改
正
を
行
い

ま
し
た
。

　

改
正
内
容
と
し
て
は
、
前
年
度
中
の
世
帯

全
員
の
収
入
額
が
、
生
活
保
護
法
に
よ
る
保

護
基
準
に
定
め
る
基
準
生
活
費
以
下
の
世
帯

で
は
、
減
免
の
割
合
を
90
％
に
、
基
準
生
活

費
を
超
え
、
基
準
生
活
費
の
１
・
３
倍
以
内

の
世
帯
で
は
、
減
免
の
割
合
を
50
％
と
し
、

生
活
困
窮
者
に
対
す
る
減
免
基
準
を
規
定
し

て
い
ま
す
。

問 

　

さ
ん
む
医
療
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
、

新
病
院
の
基
本
方
針
を
実
現
し
て
い
く
た
め

に
は
、
医
師
や
看
護
師
の
確
保
を
ど
の
く
ら

い
行
う
の
か
伺
い
ま
す
。

答 

　

保
健
福
祉
部
長　

第
４
期
中
期
計

画
に
お
い
て
、
令
和
５
年
度
の
医
療
職
員
人

材
確
保
と
し
て
、
医
師
34
人
お
よ
び
看
護
師

１
７
３
人
を
目
標
と
し
て
掲
げ
て
い
ま
す
。

こ
の
目
標
に
向
け
、
人
材
確
保
の
対
応
を
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

問 

　

基
本
方
針
で
は
、
２
次
救
急
体
制

の
充
実
を
図
る
と
し
て
い
ま
す
が
、
市
民
が

一
番
困
っ
て
い
る
こ
と
は
、
夜
間
に
診
て
も

ら
え
る
病
院
が
無
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
今

後
の
夜
間
の
診
療
等
の
対
応
を
ど
の
よ
う
に

行
っ
て
い
く
の
か
伺
い
ま
す
。

答 

　

保
健
福
祉
部
長　

夜
間
に
つ
い
て

は
、
輪
番
制
を
敷
い
て
い
ま
す
。
外
科
は
２

日
に
１
回
、
さ
ん
む
医
療
セ
ン
タ
ー
が
担
当

し
て
い
ま
す
。
今
後
に
つ
い
て
は
、
内
科
等

の
充
実
に
つ
い
て
、
他
の
病
院
と
協
議
を
し

た
上
で
、
輪
番
制
の
更
な
る
検
討
お
よ
び
充

実
を
図
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
ま
す
。

問 

　

日
向
診
療
所
に
つ
い
て
、
診
療
所

の
移
転
時
期
と
、
今
後
の
医
療
体
制
に
つ
い

て
の
考
え
を
伺
い
ま
す
。

答 

　

保
健
福
祉
部
長　

工
事
の
進
捗
状

況
に
も
よ
り
ま
す
が
、
令
和
２
年
度
末
頃
の

移
転
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
令
和
２
年
４
月

か
ら
は
、
医
師
を
、
さ
ん
む
医
療
セ
ン
タ
ー

か
ら
派
遣
し
て
い
た
だ
き
、
週
３
日
程
度
は

２
人
体
制
、
２
日
程
度
は
１
人
体
制
で
診
療

を
予
定
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
看
護
師
３
人
、

事
務
員
２
人
の
体
制
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

教
職
員
・
市
職
員
の
働
き
方

教
職
員
・
市
職
員
の
働
き
方

改
革
に
つ
い
て

改
革
に
つ
い
て

問 

　

本
市
の
教
職
員
の
勤
務
時
間
の
現

状
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

答 
　

教
育
部
長　

昨
年
11
月
の
調
査
に

よ
る
と
、
管
理
職
以
外
の
教
員
の
平
均
在
校

時
間
の
平
均
は
、
昨
年
度
の
同
時
期
と
比
較

し
、
小
学
校
で
16
分
、
中
学
校
で
は
19
分
短

縮
し
て
い
ま
す
。
職
員
の
勤
務
の
適
正
化
へ

の
意
識
や
、
学
校
に
お
け
る
業
務
の
改
善
が

進
ん
で
い
る
成
果
と
考
え
ま
す
が
、
一
般
的

に
過
労
死
ラ
イ
ン
と
言
わ
れ
る
、
月
の
超
過

勤
務
時
間
が
80
時
間
を
超
え
る
教
職
員
が
、

ま
だ
、
小
学
校
で
13
・
９
％
、
中
学
校
で

17
・
６
％
い
る
と
い
う
状
況
で
す
。

問 

　

教
職
員
の
多
忙
化
、
長
時
間
労
働

を
解
消
し
て
い
く
た
め
の
、
教
育
長
の
考
え

を
伺
い
ま
す
。

答 

　

教
育
長　

教
員
の
定
数
改
善
に
つ

い
て
は
国
に
要
望
す
る
と
と
も
に
、
県
に
対

し
て
も
運
用
基
準
の
改
善
や
、
加
配
教
員
の

増
員
を
要
望
し
て
い
ま
す
。

　

市
に
お
い
て
は
、
平
成
27
年
度
か
ら
、
校

務
支
援
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
、
教
職
員
の
事

務
効
率
化
を
図
り
、
事
務
時
間
の
縮
減
を
進

め
て
き
ま
し
た
。

　

ま
た
今
年
度
４
月
か
ら
、市
内
全
て
の
小
・

中
学
校
に
留
守
番
電
話
を
設
置
し
、
勤
務
時

間
外
の
連
絡
対
応
を
行
っ
て
い
ま
す
。
今
後

も
、
教
職
員
の
長
時
間
勤
務
を
や
む
な
し
と

す
る
よ
う
な
価
値
観
を
見
直
し
、
教
職
員
が

心
身
と
も
に

健
康
で
、
子

ど
も
達
に
効

果
的
な
教
育

活
動
が
で
き

る
よ
う
、
学

校
の
働
き
方

改
革
を
進
め

て
い
き
ま
す
。
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